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第
１　

条
例
改
正
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

１　

熊
本
は
地
下
水
に
恵
ま
れ
た
「
水
の
国
」

熊
本
県
は
、
雄
大
な
活
火
山
阿
蘇
に
象
徴
さ
れ
る

よ
う
に
古
く
か
ら
「
火
の
国
」
と
呼
ば
れ
て
き
た
が
、

一
方
で
は
、
筑
後
川
、
白
川
、
菊
池
川
等
九
州
を
代

表
す
る
河
川
の
源
流
を
抱
え
、
白
川
水
源
な
ど
国
の

名
水
百
選
に
選
定
さ
れ
た
８
箇
所
の
名
水
を
は
じ

め
、１
０
０
０
箇
所
を
超
す
湧
水
地
を
擁
す
る
な
ど
、

豊
富
な
水
資
源
に
恵
ま
れ
た
「
水
の
国
」
で
も
あ
る
。

熊
本
県
全
体
で
生
活
用
水
の
約
８
割
、
工
業
用
水

の
約
４
割
は
地
下
水
を
水
源
と
し
て
お
り
、
全
国
的

に
も
稀
な
地
下
水
に
恵
ま
れ
た
地
域
で
あ
る
。特
に
、

県
人
口
の
約
６
割
に
相
当
す
る
約
１
０
０
万
人
の
県

民
が
暮
ら
す
熊
本
地
域
（
熊
本
市
と
そ
の
周
辺
の
計

熊
本
県
地
下
水
保
全
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例

熊
本
県
環
境
生
活
部
環
境
局
環
境
立
県
推
進
課

先進・ユニーク条例【解説】

熊本県では、水道用水や工業用水などの水
源を地下水に依存する割合が非常に高く、
地下水が県民生活や地域経済の共通の基盤
となっている。しかし、近年、一部の地域
における地下水の水位の低下や硝酸性窒素
等の濃度の上昇といった水量・水質の両面
にわたる課題が顕在化している。このため、
地下水採取の許可制の導入などを柱とする
地下水保全条例の大幅な改正を行い、地下
水保全対策の強化を図った。

熊本県

11
市
町
村
の
区
域
）
で
は
、
水
道
水
源
を
ほ
ぼ

１
０
０
％
地
下
水
に
依
存
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
に
、

本
県
で
は
、
地
下
水
は
県
民
の
暮
ら
し
の
生
命
線
で

あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
産
業
を
支
え
て
い
る
。
こ
の
地

下
水
が
万
が
一
に
も
枯
渇
し
た
り
、
水
質
に
問
題
が

生
じ
た
り
す
れ
ば
、
本
県
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
事
態

と
な
る
。
豊
か
で
良
質
な
地
下
水
を
将
来
に
わ
た
り

守
り
継
ぐ
こ
と
は
県
政
の
重
要
課
題
の
一
つ
で
あ
る
。

２　

地
下
水
を
守
る
こ
れ
ま
で
の
取
組
み
状
況

本
県
で
は
、昭
和
53
年
に
「
熊
本
県
地
下
水
条
例
」

を
制
定
し
、
地
下
水
の
水
位
の
異
常
な
低
下
や
塩
水

化
な
ど
地
下
水
の
採
取
に
伴
う
障
害
が
生
じ
、
及
び

生
じ
る
お
そ
れ
の
あ
る
地
域
等
を
「
指
定
地
域
」
に

指
定
し
、
指
定
地
域
内
で
揚
水
機
（
ポ
ン
プ
本
体
）

の
吐
出
口
断
面
積
が
６
cm2
（
直
径
約
２
・
８
cm
）
を

菊池水源（昭和の名水百選）
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超
え
る
揚
水
設
備
で
地
下
水
を
汲
み
上
げ
る
と
き

は
、
採
取
の
７
日
前
ま
で
に
知
事
に
届
出
を
行
い
、

毎
年
度
採
取
量
を
報
告
す
る
こ
と
を
義
務
付
け
た
。

現
在
、
４
つ
の
地
域
（
熊
本
周
辺
、
玉
名
・
有
明
、

八
代
、
天
草
）
を
指
定
し
て
い
る
。

平
成
２
年
に
は
、
全
国
基
準
の
概
ね
10
倍
厳
し
い

排
水
基
準
を
定
め
た「
熊
本
県
地
下
水
質
保
全
条
例
」

を
制
定
し
た
。
同
条
例
で
は
、
カ
ド
ミ
ウ
ム
等
の
有

害
物
質（
対
象
化
学
物
質
）を
使
用
す
る
事
業
場（
対

象
事
業
場
）
に
届
出
を
義
務
付
け
、
県
に
よ
る
立
入

検
査
等
を
実
施
す
る
な
ど
水
質
面
の
保
全
対
策
の
強

化
を
図
っ
た
。

平
成
12
年
に
は
、
こ
の
２
つ
の
条
例
を
統
合
し
、

指
定
地
域
で
の
届
出
に
加
え
、
指
定
地
域
以
外
で
も

吐
出
口
の
断
面
積
が
50 

cm2
（
直
径
約
８
cm
）
を
超
え

る
揚
水
設
備
に
よ
る
地
下
水
採
取
に
対
す
る
届
出
と

採
取
量
報
告
を
義
務
付
け
た
「
熊
本
県
地
下
水
保
全

条
例
」
を
制
定
し
た
。

ま
た
、
特
に
地
下
水
依
存
度
の
高
い
熊
本
地
域
に

お
い
て
は
、
熊
本
県
と
熊
本
市
が
共
同
で
昭
和
59
年

か
ら
数
次
に
わ
た
り
地
下
水
流
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

解
析
や
地
下
水
涵か

ん

養よ
う

量
の
将
来
予
測
等
を
行
う
た
め

の
科
学
的
な
調
査
を
実
施
し
、
デ
ー
タ
や
知
見
を
蓄

積
し
て
き
た
。
昭
和
61
年
に
は
知
事
を
議
長
と
し
、

熊
本
地
域
の
関
係
市
町
村
長
と
で
構
成
す
る
熊
本
地

域
地
下
水
保
全
対
策
会
議
を
設
置
し
、
平
成
８
年
に

第
一
次
熊
本
地
域
地
下
水
総
合
保
全
管
理
計
画
を
、

さ
ら
に
、
平
成
20
年
に
第
二
次
総
合
保
全
管
理
計
画

を
策
定
す
る
な
ど
、
広
域
的
な
連
携
の
も
と
に
地
下

水
保
全
対
策
を
推
進
し
て
き
た
。

こ
の
他
、
地
下
水
を
守
る
た
め
長
い
間
活
動
し
て

い
る
営
農
組
織
、
民
間
企
業
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
団
体
、

そ
し
て
こ
れ
ら
の
活
動
の
顕
彰
等
に
取
り
組
む
公
益

法
人
等
に
よ
っ
て
、
地
下
水
涵
養
に
資
す
る
水
田
湛

水
事
業
や
水
源
涵
養
林
整
備
等
の
取
組
み
が
行
わ
れ

て
い
る
。
さ
ら
に
、
県
内
の
大
学
で
も
地
下
水
に
関

す
る
研
究
が
進
ん
で
お
り
、
国
内
だ
け
で
な
く
国
際

的
に
も
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
る
。

３　

地
下
水
の
課
題

こ
の
よ
う
に
、
熊
本
県
で
は
早
く
か
ら
行
政
、
民

間
、
大
学
そ
れ
ぞ
れ
が
地
下
水
保
全
に
つ
い
て
、
そ

の
重
要
性
を
認
識
し
取
り
組
ん
で
き
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
以
下
の
と
お
り
地
下
水
の
量
と
質
の
両
面
で

課
題
が
顕
在
化
し
て
い
る
。

（
１
）
地
下
水
の
水
量
の
課
題

県
で
は
、
県
内
に
33
本
の
地
下
水
位
観
測
井
戸
を

設
置
し
、
継
続
的
に
地
下
水
の
水
位
を
監
視
し
て
い

る
。
こ
の
観
測
井
戸
の
デ
ー
タ
に
よ
る
と
、
熊
本
地

域
の
台
地
部
で
は
地
下
水
の
水
位
が
長
期
的
な
低
下

傾
向
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
地
下
水
の
涵
養
域

に
当
た
る
菊
陽
町
辛
川
の
水
位
は
、
昭
和
57
年
の
水

位
（
標
高
）
が
28
・
３
ｍ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
平

成
23
年
は
23
・
８
ｍ
と
30
年
近
く
で
４
・
５
ｍ
も
低
下

し
て
い
る
。
ま
た
、
熊
本
地
域
を
代
表
す
る
湧
水
地

で
あ
る
江
津
湖
の
湧
水
量
（
平
均
日
量
）
も
、
平
成

４
年
の
約
49
万
m3

か
ら
平
成
22
年
に
は
約
41
万
m3

と

約
16
％
減
少
し
て
い
る
。

地
下
水
の
採
取
量
報
告
に
よ
れ
ば
、
地
下
水
採
取

量
は
、
県
全
体
で
も
、
熊
本
地
域
で
も
年
々
減
少
し

て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
地
下
水
の
水
位

は
下
が
り
続
け
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

ま
た
、
市
街
化
・
宅
地
造
成
な
ど
の
開
発
に
よ
っ

て
、
雨
水
が
地
下
に
浸
透
し
や
す
い
水
田
、
畑
地
等
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の
「
涵
養
域
」
が
狭
ま
っ
て
お
り
、
地
下
水
の
涵
養

量
が
減
少
し
て
い
る
。
こ
の
ま
ま
涵
養
域
の
減
少
が

続
け
ば
、
地
下
水
の
涵
養
量
は
さ
ら
に
減
少
し
て
い

く
と
予
測
さ
れ
る
。

（
２
）
地
下
水
の
水
質
の
課
題

水
質
の
面
で
は
、
近
年
、
揮
発
性
有
機
化
合
物
や

重
金
属
類
に
よ
る
新
た
な
汚
染
は
見
ら
れ
な
い
が
、

硝
酸
性
窒
素
等
の
濃
度
の
高
い
井
戸
が
、
熊
本
地
域

や
県
北
部
の
荒
尾
地
域
の
台
地
部
を
は
じ
め
、
県
内

各
地
で
散
見
さ
れ
る
。
関
係
市
町
村
、
関
係
機
関
と

連
携
し
て
削
減
対
策
に
取
り
組
ん
で
い
る
も
の
の
、

硝
酸
性
窒
素
の
濃
度
に
明
ら
か
な
改
善
は
見
ら
れ
て

い
な
い
。

（
３
）
世
界
的
な
水
資
源
確
保
の
重
要
性
の
高
ま
り

世
界
人
口
の
増
加
に
伴
い
世
界
の
水
需
要
が
拡
大

し
、
地
球
温
暖
化
に
よ
る
極
端
な
多
雨
・
少
雨
や
降

水
量
の
年
度
間
変
動
が
拡
大
す
る
中
で
、
国
際
的
な

水
資
源
確
保
の
重
要
性
が
高
ま
っ
て
い
る
。
豊
か
で

質
の
良
い
水
資
源
を
求
め
る
動
き
が
日
本
国
内
、
そ

し
て
本
県
に
お
い
て
も
予
想
さ
れ
、
県
と
し
て
も
地

下
水
涵
養
等
に
よ
り
安
定
的
な
水
資
源
を
確
保
す
る

と
と
も
に
、
無
秩
序
な
地
下
水
採
取
が
行
わ
れ
な
い

よ
う
地
下
水
の
管
理
を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
と

な
っ
て
い
る
。

４　

条
例
改
正
の
必
要
性

以
上
の
よ
う
な
課
題
を
抱
え
る
中
で
、
従
来
の
地

下
水
保
全
条
例
で
は
、
①
地
下
水
採
取
に
つ
い
て
届

出
制
で
あ
り
、
実
質
的
に
自
由
に
採
取
で
き
る
こ
と

と
な
っ
て
い
る
こ
と
、
②
節
水
や
地
下
水
の
涵
養
の

取
組
み
に
つ
い
て
は
努
力
義
務
に
と
ど
ま
っ
て
お

り
、
地
下
水
採
取
者
に
水
量
保
全
の
た
め
の
具
体
的

な
取
組
み
を
求
め
る
手
段
が
十
分
と
は
い
え
な
い
こ

と
、
③
事
業
場
か
ら
の
対
象
化
学
物
質
に
よ
る
汚
染

に
つ
い
て
は
厳
し
い
規
制
を
設
け
て
い
る
が
、
硝
酸

性
窒
素
等
に
よ
る
汚
染
対
策
に
つ
い
て
の
規
定
が
な

い
こ
と
な
ど
か
ら
、
県
で
は
、
条
例
の
見
直
し
が
必

要
と
考
え
た
。

５　

条
例
改
正
に
向
け
た
経
緯

今
回
の
条
例
改
正
は
、
熊
本
の
宝
で
あ
る
地
下
水

を
後
世
に
引
き
継
い
で
い
く
こ
と
を
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

に
掲
げ
て
平
成
20
年
４
月
に
就
任
し
た
蒲
島
知
事
の

リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
と
言
え

る
。
知
事
は
、
県
議
会
で
の
答
弁
な
ど
機
会
あ
る
ご

と
に
、
地
下
水
は
熊
本
の
誇
り
で
あ
り
、
地
域
全
体

で
守
り
抜
い
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い「
公
共
水
」

で
あ
る
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
続
け
て
き

た
。
平
成
21
年
に
知
事
の
下
に
設
置
さ
れ
た
有
識
者

会
議
「
水
の
戦
略
会
議
」
の
提
言
で
も
地
下
水
保
全

条
例
の
改
正
が
施
策
の
柱
と
し
て
盛
り
込
ま
れ
た
。

ま
た
、
地
下
水
の
保
全
に
つ
い
て
は
県
議
会
の
関
心

も
高
く
、
平
成
21
年
以
降
た
び
た
び
議
会
質
問
で
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
動
き
を
踏
ま
え
、

県
で
は
、
平
成
22
年
度
に
条
例
改
正
検
討
委
員
会
を

設
置
し
、
法
制
面
を
中
心
に
検
討
を
重
ね
同
委
員
会

と
し
て
の
改
正
要
綱
案
を
取
り
ま
と
め
た
。

さ
ら
に
、
平
成
23
年
度
に
入
り
、
知
事
か
ら
熊
本

県
環
境
審
議
会
に
条
例
改
正
の
内
容
に
つ
い
て
諮
問

を
行
い
、
審
議
会
の
専
門
部
会
で
あ
る
水
保
全
部
会

に
お
い
て
、
条
例
改
正
検
討
委
員
会
の
改
正
要
綱
案

を
踏
ま
え
た
改
正
内
容
の
審
議
が
、
６
月
か
ら
９
月

に
か
け
て
４
回
に
わ
た
り
集
中
的
に
行
わ
れ
た
。
こ

の
間
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
並
行
し
て
地
下
水
採
取

者
や
各
種
事
業
者
団
体
等
か
ら
の
意
見
聴
取
等
を
実

施
し
た
。
そ
し
て
、
９
月
末
に
水
保
全
部
会
と
し
て

先進・ユニーク条例

  

10mg/L  
8.1 10mg/L 
5.1 8.0mg/L 
   5.0mg/L 
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の
条
例
改
正
骨
子
案
が
ま
と
ま
り
、
10
月
に
環
境
審

議
会
か
ら
知
事
に
答
申
が
出
さ
れ
た
。

こ
の
答
申
を
ベ
ー
ス
に
し
て
、
12
月
に
条
例
改
正

素
案
を
ま
と
め
、
事
業
者
等
へ
の
説
明
会
の
開
催
、

パ
ブ
リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
に
よ
る
県
民
か
ら
の
意
見
募

集
等
を
経
て
、
平
成
24
年
２
月
定
例
県
議
会
に
条
例

改
正
議
案
を
提
案
し
た
。
そ
し
て
、
改
正
案
は
３
月

２
日
に
全
会
一
致
で
可
決
さ
れ
た
。

第
２　

条
例
改
正
の
内
容

１　

条
例
改
正
の
基
本
的
視
点

今
回
の
条
例
改
正
に
当
た
っ
て
は
、次
の
と
お
り
、

①
「
公
共
水
」、
②
「
未
然
防
止
」、
③
「
協
働
」
の

３
つ
を
基
本
的
視
点
と
し
て
取
り
組
ん
だ
。

①
「
公
共
水
」：
地
下
水
は
、
水
循
環
の
一
部
で

あ
り
、
本
県
に
と
っ
て
県
民
生
活
と
地
域
経
済

の
共
通
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
地

下
水
は
公
共
水
」
と
い
う
視
点
に
立
っ
て
、
地

下
水
採
取
の
許
可
制
を
は
じ
め
県
に
よ
る
地
下

水
の
管
理
強
化
を
図
る
。

②
「
未
然
防
止
」：
将
来
に
わ
た
っ
て
県
民
が
地

下
水
の
恵
み
を
享
受
で
き
る
よ
う
、
未
然
防
止

の
観
点
か
ら
地
下
水
の
水
質
・
水
量
の
保
全
対

策
を
講
じ
る
。

③
「
協
働
」：
県
民
、
事
業
者
、
行
政
が
地
下
水

の
受
益
に
応
じ
、
保
全
の
た
め
に
必
要
な
負
担

を
行
い
、
連
携
・
協
働
し
て
地
下
水
の
保
全
に

取
り
組
む
。

２　

主
な
改
正
内
容

今
回
の
条
例
改
正
は
、
条
例
全
般
に
わ
た
る
大
幅

な
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
主
な
４
つ
の
ポ
イ
ン

ト
に
絞
っ
て
改
正
内
容
を
紹
介
す
る
。

（
１
）
地
下
水
の
「
公
共
水
」
と
し

て
の
位
置
づ
け
を
明
確
化

今
回
の
改
正
の
３
つ
の
基
本
的
視

点
を
、
第
１
条
の
目
的
規
定
と
第
１
条

の
２
の
基
本
理
念
に
盛
り
込
ん
だ
。
ま

ず
、
第
１
条
の
条
例
の
目
的
規
定
に
、

県
民
が
地
下
水
の
恵
み
を
将
来
に
わ

た
っ
て
享
受
で
き
る
よ
う
地
下
水
の

保
全
を
図
る
旨
を
加
え
た
。
次
に
、
第

１
条
の
２
と
し
て
、
基
本
理
念
の
規
定

を
新
設
し
、
地
下
水
が
水
の
循
環
の
一

部
を
な
し
、
県
民
の
生
活
及
び
地
域
経

済
の
共
通
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
「
公

共
水
」
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
事
業

者
、
県
及
び
県
民
が
連
携
し
、
及
び
協

働
し
て
地
下
水
の
保
全
に
取
り
組
む

こ
と
と
し
た
。

こ
こ
で
の
地
下
水
の
公
共
水
と
し

て
の
位
置
づ
け
は
、
土
地
所
有
権
に
基

づ
く
地
下
水
利
用
権
限
を
否
定
し
新

た
な
財
産
権
の
概
念
を
設
け
る
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
循
環
資
源
で
あ

り
、
限
り
あ
る
資
源
で
あ
る
地
下
水
を
公
共
的
な
水

で
あ
る
と
い
う
認
識
の
下
に
み
ん
な
で
守
り
継
い
で

い
こ
う
と
い
う
理
念
を
掲
げ
た
も
の
で
あ
る
。

（
２
）
硝
酸
性
窒
素
等
汚
染
対
策
の
根
拠
規
定
を

新
設
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水
質
面
の
保
全
対
策
を
強
化
す
る
た
め
、
喫
緊
の

課
題
と
な
っ
て
い
る
硝
酸
性
窒
素
等
汚
染
対
策
を
推

進
す
る
根
拠
規
定
を
新
設
し
た
。
県
内
各
地
で
汚
染

が
散
見
さ
れ
る
硝
酸
性
窒
素
等
汚
染
対
策
に
、県
が
、

市
町
村
、
事
業
者
、
県
民
と
連
携
・
協
働
し
て
取
り

組
む
こ
と
、
硝
酸
性
窒
素
等
の
濃
度
の
低
減
を
図
る

た
め
の
調
査
や
計
画
策
定
に
取
り
組
む
こ
と
を
規
定

し
て
い
る
。こ
の
規
定
に
よ
っ
て
、こ
れ
ま
で
な
か
っ

た
条
例
の
裏
づ
け
を
持
っ
て
硝
酸
性
窒
素
等
汚
染
対

策
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
他
、
対
象
化
学
物
質
を
使
用
す
る
対
象
事
業

場
が
排
出
す
る
水
の
地
下
へ
の
浸
透
や
公
共
用
水
域

へ
の
排
出
に
つ
い
て
は
、
既
存
の
規
定
で
厳
し
い
規

制
を
か
け
て
い
る
が
、
地
下
水
が
汚
染
さ
れ
た
場
合

の
影
響
や
回
復
の
困
難
さ
を
考
慮
し
、
対
象
化
学
物

質
の
使
用
者
に
対
し
て
、
こ
れ
に
代
わ
る
物
質
へ
の

転
換
や
、
使
用
そ
の
も
の
の
抑
制
に
つ
い
て
の
努
力

義
務
を
課
す
な
ど
の
規
定
を
追
加
し
て
い
る
。

（
３
）
地
下
水
採
取
の
許
可
制
の
導
入
等

地
下
水
に
つ
い
て
は
基
本
法
が
な
く
、
民
法
第

２
０
７
条
の
土
地
所
有
権
の
規
定
に
よ
り
、
一
般
的

に
土
地
所
有
者
に
地
下
水
利
用
権
限
が
認
め
ら
れ
る

と
解
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
地
下
水
は
一
定
の
土

地
に
固
定
的
に
専
属
す
る
も
の
で
は
な
く
、
地
下
水

脈
を
通
じ
て
流
動
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
量
も
無

限
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
地
下
水
の
特
質
上
、
土

地
所
有
者
に
認
め
ら
れ
る
地
下
水
利
用
権
限
も
合
理

的
な
制
約
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
基
づ
き
、
無
秩
序
な
地
下

水
採
取
を
防
ぎ
、適
正
な
地
下
水
利
用
を
図
る
た
め
、

従
来
の
届
出
制
に
加
え
て
一
定
規
模
を
超
え
る
地
下
水

採
取
に
対
し
て
は
許
可
制
を
導
入
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
ず
、
従
来
の
指
定
地
域
の
中
で
、
特
に
地
下
水

位
の
低
下
が
顕
在
化
し
て
い
る
地
域
を「
重
点
地
域
」

に
指
定
す
る
こ
と
と
し
た
。
具
体
的
な
地
域
の
指
定

に
つ
い
て
は
、
関
係
市
町
村
か
ら
の
意
見
聴
取
及
び

環
境
審
議
会
で
の
審
議
を
経
て
、
平
成
24
年
10
月
１

日
付
け
で
「
熊
本
地
域
」
を
重
点
地
域
に
指
定
し
た

と
こ
ろ
で
あ
る
。

そ
し
て
、
重
点
地
域
で
は
、
揚
水
機
の
吐
出
口
の

断
面
積
が
19 

cm2
（
直
径
約
５
cm
）
を
超
え
る
揚
水
設

備
で
地
下
水
を
採
取
す
る
と
き
は
知
事
の
許
可
を
受

け
る
こ
と
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
重
点
地

域
外
の
地
域
で
も
、
揚
水
機
の
吐
出
口
の
断
面
積
が

１
２
５ 
cm2
（
直
径
約
12
・
８
cm
）
を
超
え
る
特
に
大

規
模
な
揚
水
設
備
で
地
下
水
を
採
取
す
る
と
き
は
許

可
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
許
可
制
を
施
行
し
た
時
点
で
既
に
地
下
水

を
採
取
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
も
、
許
可
対
象
要
件

に
該
当
す
る
者
は
、
平
成
24
年
10
月
１
日
か
ら
平
成

27
年
９
月
30
日
ま
で
の
３
年
の
間
に
許
可
を
受
け
る

こ
と
を
要
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

た
だ
し
、
地
下
水
を
田
畑
等
の
灌か

ん

漑が
い

に
使
用
す
る

場
合
は
、
地
下
水
の
使
用
そ
の
も
の
が
水
循
環
の
一
部

で
あ
る
こ
と
か
ら
許
可
制
の
対
象
か
ら
除
外
す
る
こ

と
と
し
た
。

許
可
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
周
辺
の
地
下
水
位
の

著
し
い
低
下
等
の
影
響
を
与
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
よ

う
な
過
剰
な
揚
水
で
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
点
を
主

な
判
断
要
素
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
地
下
水
採
取

者
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
地
下
水
脈
の
地
下
水
を
共
同

で
利
用
す
る
関
係
に
あ
り
、
他
の
地
下
水
採
取
者
が

採
取
で
き
な
く
な
る
よ
う
な
過
剰
な
揚
水
を
規
制
す

る
こ
と
は
、
地
下
水
利
用
権
限
に
対
す
る
合
理
的
な

制
約
と
し
て
許
容
さ
れ
る
と
考
え
た
も
の
で
あ
る
。

（
４
）
地
下
水
の
合
理
的
な
使
用
及
び
地
下
水
の

涵
養
に
係
る
対
策
の
強
化

地
下
水
量
の
保
全
対
策
と
し
て
、
許
可
制
に
よ
る

地
下
水
採
取
の
適
正
化
と
併
せ
て
、
地
下
水
の
合
理

的
な
使
用
を
促
進
し
、
ま
た
、
地
下
水
の
涵
養
対
策

を
強
化
す
る
こ
と
と
し
た
。

地
下
水
の
合
理
的
な
使
用
と
は
、
節
水
、
雨
水
の

使
用
、
水
の
循
環
使
用
、
再
生
水
の
使
用
等
に
よ
り

地
下
水
の
採
取
量
を
抑
制
す
る
こ
と
で
あ
り
、
地
下

水
の
涵
養
と
は
、
雨
水
等
を
森
林
、
農
地
等
か
ら
土

中
に
浸
透
さ
せ
、
帯
水
層
に
地
下
水
と
し
て
蓄
え
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
促
進
の
た
め
、
知
事
は
、

地
下
水
使
用
合
理
化
指
針
及
び
地
下
水
涵
養
指
針
を

策
定
し
、
地
下
水
の
合
理
的
な
使
用
と
地
下
水
の
涵

養
を
促
進
す
る
た
め
の
基
本
的
方
向
や
具
体
的
な
取

組
み
例
を
定
め
る
こ
と
と
し
た
。

許
可
対
象
と
な
る
地
下
水
採
取
者
は
、
こ
れ
ら
の

指
針
を
踏
ま
え
て
地
下
水
使
用
合
理
化
計
画
及
び
地

下
水
涵
養
計
画
を
作
成
し
、
許
可
申
請
の
際
に
知
事

先進・ユニーク条例
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に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
毎
年

度
、
地
下
水
の
採
取
量
報
告
を

行
う
際
に
、
こ
れ
ら
の
計
画
の

実
施
状
況
を
報
告
す
る
こ
と
を

義
務
付
け
た
。

そ
し
て
、
知
事
は
、
計
画
の

実
施
状
況
が
不
十
分
な
と
き

は
、
適
切
な
措
置
を
講
じ
る
よ

う
勧
告
を
行
い
、
正
当
な
理
由

も
な
く
勧
告
に
従
わ
な
い
と
き

は
、
そ
の
旨
を
公
表
す
る
こ
と

が
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

さ
ら
に
、
地
下
水
位
の
回
復

を
図
る
た
め
に
は
涵
養
量
を
増

や
す
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た

め
、
地
下
水
涵
養
に
係
る
勧
告

に
従
わ
な
い
採
取
者
に
対
し
て

は
、
適
切
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
命
令
を
出
す
こ
と

が
で
き
、
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
罰
則
を
科
す
こ

と
も
で
き
る
こ
と
と
し
た
。

な
お
、
地
下
水
涵
養
指
針
で
は
、
地
下
水
採
取
者

が
取
り
組
む
涵
養
対
策
と
し
て
、
①
雨
水
浸
透
ま
す

の
設
置
な
ど
敷
地
内
で
の
雨
水
浸
透
の
促
進
、
②
水

田
湛
水
事
業
や
水
源
涵
養
林
の
整
備
な
ど
敷
地
外
で

の
涵
養
の
取
組
み
、
に
加
え
、
③
熊
本
地
域
に
お
い

て
、
県
、
関
係
市
町
村
、
事
業
者
等
の
協
働
に
よ
り

地
下
水
涵
養
事
業
等
の
地
下
水
保
全
対
策
を
推
進
す

る
新
た
な
主
体
と
し
て
平
成
24
年
４
月
に
実
働
を
開

始
し
た
「
公
益
財
団
法
人
く
ま
も
と
地
下
水
財
団
」

に
協
力
金
、
寄
附
金
等
を
拠
出
す
る
こ
と
に
よ
る
取

組
み
と
い
っ
た
方
法
も
示
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ

れ
ら
の
涵
養
対
策
に
よ
っ
て
ど
の
程
度
の
涵
養
効
果

が
あ
る
か
を
推
計
す
る
算
定
方
法
も
例
示
し
て
い
る
。

今
回
の
改
正
に
つ
い
て
は
、
地
下
水
採
取
の
許
可

制
の
導
入
に
関
心
が
集
ま
り
が
ち
だ
が
、
許
可
制
だ

け
で
は
地
下
水
位
の
低
下
傾
向
に
歯
止
め
を
か
け
る

こ
と
は
難
し
い
。
許
可
制
と
連
動
し
て
一
定
規
模
を

超
え
る
地
下
水
採
取
者
に
地
下
水
の
合
理
的
な
使
用

と
地
下
水
涵
養
の
取
組
み
を
求
め
る
仕
組
み
を
制
度

化
し
た
こ
と
が
大
き
な
ポ
イ
ン
ト
だ
と
考
え
て
い
る
。

（
５
）
そ
の
他
の
改
正
内
容

以
上
の
改
正
内
容
の
他
、
今
回
の
改
正
で
は
、
従

来
の
届
出
制
に
つ
い
て
も
、
届
出
期
限
を
採
取
の
７

日
前
ま
で
か
ら
30
日
前
ま
で
と
し
、
こ
れ
ま
で
届
出

の
対
象
と
し
て
い
な
か
っ
た
自
噴
井
戸
に
つ
い
て

も
、
重
点
地
域
で
吐
出
口
の
断
面
積
が
19 

cm2
を
超
え

る
も
の
は
届
出
を
要
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
採
取
量
を
正
確
に
把
握
す
る
た
め
の
水
量

測
定
器
の
設
置
義
務
に
つ
い
て
、
許
可
制
の
導
入
に

伴
い
対
象
者
を
拡
大
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
地
下
水
に
代
わ
る
他
の
水
源
の
確
保
が

困
難
で
な
い
と
き
は
、
代
替
水
源
を
確
保
す
る
よ
う

知
事
が
要
請
で
き
る
規
定
や
、
緊
急
時
の
地
下
水
採

取
停
止
命
令
等
の
規
定
、
面
積
５
ヘ
ク
タ
ー
ル
以
上

の
大
規
模
開
発
行
為
を
行
う
者
に
対
す
る
地
下
水
涵

養
へ
の
配
慮
義
務
規
定
、
無
許
可
採
取
等
に
対
す
る
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罰
則
規
定
な
ど
を
追
加
し
て
い
る
。

条
例
の
改
正
内
容
等
詳
細
に
つ
い
て
は
、「
水
の

国
く
ま
も
と
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
」
を
参
照
し
て
い
た
だ
き

た
い
。（http://m

izukuni.pref.kum
am
oto.jp/

）

第
３　

課
題
と
今
後
の
展
望

今
回
の
条
例
改
正
は
、
従
来
の
届
出
制
か
ら
踏
み

込
ん
で
、
許
可
制
と
い
う
よ
り
強
い
規
制
と
併
せ
て

地
下
水
の
合
理
的
な
使
用
や
地
下
水
涵
養
の
取
組
み

を
地
下
水
採
取
者
に
義
務
付
け
る
も
の
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
こ
れ
ま
で
特
段
、
地
下
水
涵
養
等
の
取
組
み

を
行
っ
て
い
な
い
地
下
水
採
取
者
に
は
何
ら
か
の
新

た
な
負
担
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
た
め
、
地

下
水
採
取
者
を
は
じ
め
県
民
に
条
例
改
正
の
趣
旨
を

理
解
し
て
い
た
だ
く
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ

る
。
そ
こ
で
、条
例
改
正
案
を
作
成
す
る
段
階
で
は
、

企
業
を
は
じ
め
地
下
水
採
取
者
や
各
種
事
業
者
関
係

団
体
に
個
別
に
改
正
の
趣
旨
を
説
明
し
意
見
を
伺
う

と
と
も
に
、
す
べ
て
の
許
可
対
象
者
向
け
に
条
例
改

正
の
素
案
に
関
す
る
説
明
会
を
５
回
に
わ
た
り
開
催

し
た
。
ま
た
、
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
県
・
市
町
村
の
広

報
誌
な
ど
各
種
広
報
媒
体
を
使
っ
て
の
周
知
な
ど
、

地
下
水
は
公
共
水
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
理
解
促

進
に
努
め
た
。

改
正
さ
れ
た
条
例
の
う
ち
、
総
則
や
水
質
保
全
に

関
す
る
努
力
義
務
規
定
は
平
成
24
年
４
月
１
日
に
施

行
し
た
が
、
許
可
制
な
ど
規
制
に
関
す
る
規
定
に
つ

い
て
は
平
成
24
年
10
月
１
日
施
行
と
し
、
半
年
間
の

周
知
・
準
備
期
間
を
置
い
た
。
こ
の
期
間
中
、
地
下

水
使
用
合
理
化
指
針
及
び
地
下
水
涵
養
指
針
の
案
に

関
す
る
地
下
水
採
取
者
と
の
意
見
交
換
会
、
許
可
申

請
手
続
等
に
関
す
る
許
可
対
象
者
へ
の
説
明
会
の
開

催
、
さ
く
井
協
会
を
は
じ
め
地
下
水
採
取
に
関
係
す

る
団
体
や
市
町
村
に
対
す
る
条
例
の
円
滑
な
施
行
へ

の
協
力
依
頼
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。

許
可
制
等
が
ス
タ
ー
ト
し
た
後
も
、
許
可
対
象
者

に
電
話
で
申
請
の
準
備
状
況
を
確
認
し
、
必
要
が
あ

れ
ば
個
別
に
出
向
い
て
申
請
手
続
を
説
明
す
る
な

ど
、
で
き
る
限
り
制
度
へ
の
理
解
が
進
む
よ
う
に
取

り
組
ん
で
い
る
。

既
存
の
地
下
水
採
取
者
で
許
可
対
象
と
な
る
方
々

は
、
重
点
地
域
で
あ
る
熊
本
地
域
で
約
７
４
０
名
、

井
戸
本
数
は
約
１
２
０
０
本
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
ら
の

す
べ
て
の
井
戸
に
つ
い
て
、
３
年
の
経
過
措
置
期
間

中
に
許
可
を
受
け
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
、
条
例

改
正
の
趣
旨
を
理
解
い
た
だ
き
、
で
き
る
限
り
早
期

に
申
請
を
行
っ
て
い
た
だ
く
よ
う
、
今
後
も
働
き
か

け
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

同
時
に
、
許
可
制
や
地
下
水
涵
養
計
画
制
度
な
ど

の
新
し
い
制
度
が
十
分
機
能
す
る
た
め
に
は
、
地
下

水
採
取
者
を
は
じ
め
県
民
の
間
に
、「
地
下
水
は
公

共
水
で
あ
る
」
と
い
う
意
識
が
広
く
定
着
す
る
こ
と

が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
県
民
へ
の
条
例
の

周
知
、
公
共
水
に
関
す
る
啓
発
を
継
続
し
て
行
っ
て

い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

今
回
の
条
例
改
正
は
、
決
し
て
地
下
水
の
利
用
に

制
限
を
か
け
よ
う
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
将
来
に

わ
た
り
県
民
誰
も
が
安
心
し
て
安
定
的
に
必
要
な
地

下
水
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と

し
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
も
、条
例
の
運
用
を
通
し
て
、

地
下
水
は
皆
で
守
り
、
皆
で
使
う
「
公
共
水
」
で
あ

る
と
い
う
考
え
が
広
く
県
民
に
浸
透
し
、
熊
本
が
地

下
水
の
恵
み
あ
ふ
れ
る
「
水
の
国
」
で
あ
り
続
け
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
取
り
組
ん
で
い
き
た
い
。

先進・ユニーク条例

白川中流域での水田湛水事業（転作田への水張り）


